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１．特定施設設置の届出 

 

１．騒音規制法、振動規制法において、著しい騒音、振動を発生する施設を『特定施

設』として定めている。 

（騒音規制法施行令別表第１、振動規制法施行令別表第１） 

 

 

２．指定地域内（天理市は全域が指定地域である）において、『特定施設』を設置す

る工場等の敷地の境界線における騒音、振動の大きさの許容限度を『規制基準』と

して定め、工場等を設置している者は『規制基準』を遵守しなければならない。 

   （表１騒音の規制基準（天理市告示第２０１号）、表２振動の規制基準（天理市告示第２０３号）） 

 

 

３．指定地域内において、『特定施設』を設置している者（設置しようとする者）等

は、特定施設に関する届出をしなければならない。 
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届出種類 摘要条項 届出様式 届出期間 届出事項 
受理書 

の有無 

設置届出 第６条 様式第１ 
工事開始の日の

３０日前まで 

①氏名又は名称及び住所 

 法人にあってはその代表者

の氏名 

②工場又は事業場の名称 

③工場又は事業場の所在地 

④工場又は事業場の事業内容 

⑤常時使用する従業員数 

⑥騒音、振動の防止の方法 

 （図面及び表などを添付） 

⑦特定施設の種類 

⑧特定施設の型式及び公称能

力 

⑨特定施設の種類ごとの数 

⑩特定施設の種類ごとの通常

の日における使用の開始及

び終了の時刻 

※工場、事業場付近の見取り

図、敷地内建物等の配置

図、特定施設の配置図を添

付すること。 

有 

使用届出 第７条 様式第２ 

指定地域又は特

定施設となった

日から３０日以

内 

有 

種類ごとの数

変更届出 
第８条 様式第３ 

変更工事開始の

日の３０日前ま

で 

変更しようとする事項 有 

騒音、振動の

防止の方法の

変更届出 

第８条 様式第４ 

変更工事開始の

日の３０日前ま

で 

変更しようとする事項 有 

氏名（名称、

住 所 、 所 在

地）変更届出 

第 10条 様式第６ 
変更した日から

３０日以内 
変更した事項 無 

使用全廃届出 第 10条 様式第７ 
変更した日から

３０日以内 
廃止した事項 無 

承継届出 第 11条 様式第８ 
承継した日から

３０日以内 
承継した事項 無 

 

備考：届出部数は、騒音・振動それぞれにつき、正本１部にその写し１部を添えて提出すること。 

   「届出書」と、別紙の「騒音・振動の防止の方法」の他に、「特定施設の配置図」、その

「付近の見取図」、参考として「特定施設の仕様書（カタログ）」も添付して下さい。 
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騒音規制法施行令別表第１ 特定施設の種類 

施  設  名 備   考 

１ 金属加工機械  

 イ．圧延機械 原動機の定格出力の合計が２２.５ｋＷ以上のものに限る。 

ロ．製管機械  

ハ．ベンディングマシン 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が３.７５ｋＷ以

上のものに限る。 

ニ．液圧プレス 矯正プレスを除く。 

ホ．機械プレス 呼び加圧能力が２９４ｋＮ以上のものに限る。 

へ．せん断機 原動機の定格出力が３.７５ｋＷ以上のものに限る。 

ト．鍛造機  

チ．ワイヤ 

フォーミングマシン 
 

リ．ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。 

ヌ．タンブラー  

ル．切断機 といしを用いるものに限る。 

２ 
空気圧縮機 

原動機の定格出力が７.５ｋＷ以上のものに限る。 
送風機 

３ 

土石用又は鉱物用破砕機 

原動機の定格出力が７.５ｋＷ以上のものに限る。 
土石用又は鉱物用摩砕機 

土石用又は鉱物用ふるい 

土石用又は鉱物用分級機 

４ 織機 原動機を用いるものに限る 

５ 建設用資材製造機械  

 イ．コンクリートプラント 
気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が０.

４５㎥以上のものに限る。 

ロ．アスファルトプラント 混練機の混練重量が２００ｋｇ以上のものに限る。 

６ 穀物用製粉機 
ロール式のものであって、原動機の定格出力が７.５ｋＷ以上

のものに限る。 

７ 木材加工機械  

 

イ．ドラムバーカー  

ロ．チッパー 原動機の定格出力が２.２５ｋＷ以上のものに限る。 

ハ．砕木機  

ニ．帯のこ盤 製材用のものにあっては原動機の定格出力が１５ｋＷ以上の

もの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が２.２５ｋ

Ｗ以上のものに限る ホ．丸のこ盤 

ヘ．かんな盤 原動機の定格出力が２.２５ｋＷ以上のものに限る。 

８ 抄紙機  

９ 印刷機械 原動機を用いるものに限る。 

１０ 合成樹脂用射出成形機  

１１ 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。 
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振動規制法施行令別表第１ 特定施設の種類 

施  設  名 備   考 

１ 金属加工機械  

 

イ．液圧プレス 矯正プレスを除く。 

ロ．機械プレス  

ハ．せん断機 原動機の定格出力が１ｋＷ以上のものに限る。 

ニ．鍛造機  

ホ．ワイヤー 

フォーミングマシン 
原動機の定格出力が３７.５ｋＷ以上のものに限る。 

２ 圧縮機 原動機の定格出力が７.５ｋＷ以上のものに限る。 

３ 

土石用又は鉱物用破砕機 

原動機の定格出力が７.５ｋＷ以上のものに限る。 
土石用又は鉱物用摩砕機 

土石用又は鉱物用ふるい 

土石用又は鉱物用分級機 

４ 織機 原動機を用いるものに限る。 

５ 

コンクリート 

ブロックマシン 
原動機の定格出力の合計が２.９５ｋＷ以上のものに限る。 

コンクリート管製造機械 
原動機の定格出力の合計が１０ｋＷ以上のものに限る。 

コンクリート柱製造機械 

６ 木材加工機械  

 

イ．ドラムバーカー  

ロ．チッパー 原動機の定格出力が２.２ｋＷ以上のものに限る。 

７ 印刷機械 原動機の定格出力が２.２ｋＷ以上のものに限る。 

８ ゴム練用又は 

合成樹脂練用のロール機 

カレンダーロール以外のもので原動機の定格出力が３０ｋＷ

以上のものに限る。 

９ 合成樹脂用射出成形機  

１０ 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。 
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表１ 騒音の規制基準（天理市告示第２０１号） 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼 間 

(8時～18時) 

朝・夕 

(6時～8時、 

18時～22時) 

夜 間 

(22時～  

翌日 6時) 

第１種区域 

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域及び風

致地区（第３種区域に該当する区域を除

く。）並びに歴史的風土保存区域 

５０ｄＢ ４５ｄＢ ４０ｄＢ 

第２種区域 

 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地

域（これらの地域のうち第１種区域に該当す

る区域を除く。）及びその他の区域 

６０ｄＢ ５０ｄＢ ４５ｄＢ 

第３種区域 

 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 
６５ｄＢ ６０ｄＢ ５０ｄＢ 

第４種区域 

 工業地域 
７０ｄＢ ６５ｄＢ ５５ｄＢ 

 

備考： 学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園 

（第１種区域内に所在する物を除く。）の敷地の周囲おおむね５０メートルの区域 

内における規制基準は、上表の規制基準の値から５デシベルを引いた値とする。 

 

 

 

表２ 振動の規制基準（天理市告示第２０３号） 

        時間の区分 

 

区域の区分 

昼 間 

(8時～19時) 

夜 間 

(19時 

 ～翌日 8時) 

第１種区域 

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第

二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地

域、準住居地域及びその他の区域 

６０ｄＢ ５５ｄＢ 

第２種区域 

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 
６５ｄＢ ６０ｄＢ 

 

備考： 学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園 

の敷地の周囲おおむね５０メートルの区域内における規制基準は、上表の規制基準 

の値から５デシベルを引いた値とする。 
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２．特定建設作業の届出 

 

１．騒音規制法、振動規制法で、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音

を発生する作業（作業を開始した日に終わるものを除く（騒音規制法施行令第２条、

振動規制法施行令第２条））を特定建設作業と定めている。 

（騒音規制法施行令別表第２、振動規制法施行令別表第２） 

 

２．特定建設作業が、騒音、振動における『規制基準』に適合していなければならな

い。 

（騒音関係：特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準、振動関係：振動規制法施行規則別表第一） 

 

３．指定地域内（天理市は全域が指定地域である）において、特定建設作業を施工し

ようとする者は、作業の種類ごとに、作業開始の日の７日前までに下記の事項を届

け出なければならない。（騒音規制法第１４条、振動規制法第１４条） 

   届出事項 

① 氏名又は名称及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名 

② 建設工事の名称 

③ 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 

④ 特定建設作業の種類 

⑤ 特定建設作業に使用される令別表第２に規定する機械の名称、型式及び仕様 

⑥ 特定建設作業の場所及び実施の期間 

⑦ 特定建設作業の開始及び終了の時刻 

⑧ 騒音、振動の防止の方法 

⑨ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 

⑩ 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

⑪ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

⑫ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び

連絡場所 

 

   ※ 届出には、特定建設作業の場所の付近の見取図、工程の概要を示した工事工程表で特

定建設作業の工程を明記したもの、特定建設作業に使用する機械のカタログを添付する

こと。 

   ※ 届出部数は、正本１部にその写し１部を添えて提出すること 
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騒音規制法施行令別表第２ 特定建設作業の種類 

作  業  名 備         考 

くい打機（もんけんを除く。）、くい抜

機又はくい打くい抜機（圧入式くい打

くい抜機を除く。）を使用する作業 

くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。 

びょう打機を使用する作業  

さく岩機を使用する作業 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日に

おける当該作業に係る２地点間の最大距離が５０ｍを

超えない作業に限る。 

空気圧縮機を使用する作業 

電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動

機の定格出力が１５ｋＷ以上のものに限る。さく岩機

の動力として使用する作業を除く。 

コンクリートプラントを 

設けて行う作業 

混練機の混練容量が０.４５㎥以上のものに限る。 

モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設

けて行う作業を除く。 

アスファルトプラントを 

設けて行う作業 

混練機の混練重量が２００ｋｇ以上のものに限る。 

モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設

けて行う作業を除く。 

バックホウを使用する作業 

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものと

して環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出

力が８０ｋＷ以上のものに限る。 

トラクターショベルを 

使用する作業 

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものと

して環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出

力が７０ｋＷ以上のものに限る。 

ブルドーザーを使用する作業 

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものと

して環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出

力が４０ｋＷ以上のものに限る。 

 

 

振動規制法施行令別表第２ 特定建設作業の種類 

作  業  名 備         考 

くい打機（もんけん及び圧入式くい打

機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜

機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入

式くい打くい抜機を除く。）を使用する

作業 

 

鋼球を使用して建築物 

その他の工作物を破壊する作業 
 

舗装版破砕機を使用する作業 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日に

おける当該作業に係る２地点間の最大距離が５０ｍを

超えない作業に限る。 

ブレーカーを使用する作業 

手持式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作

業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間

の最大距離が５０ｍを超えない作業に限る。 
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規制基準（騒音関係：特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準、振動関係：振動規制法施行規則別表第一） 

 騒音関係 振動関係 

基準値 ８５デシベル ７５デシベル 

作業禁止時間帯 
１項区域  午後 ７時から翌日午前７時まで 

２項区域  午後１０時から翌日午前６時まで（夜間） 

最大作業時間 
１項区域   １日１０時間以内 

２項区域   １日１４時間以内 

最大作業日数 連続６日間 

作業禁止日 日曜日及びその他の休日 

１項区域：工業専用地域以外の区域及び学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び

幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね８０メートルの区域内。 

２項区域：１項区域以外の区域。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         平成２３年１月２２日作成 

                         平成２８年１２月１５日最終改訂 


